
２０１０年９月末現在 

 

  殺人・交通死      ７事件１８名 

  交通             １事件 １名 

  性被害・ＤＶ・虐待   １３事件１３名（ただし保護命令事件のみ計上） 

 

（１月からの累計） 

  殺人・交通死      ９事件２１名 

  交通             ３事件 ３名 

  性被害・ＤＶ・虐待  ２１事件２４名（ただし保護命令事件のみ計上） 

 

 

直接支援の内容 

 

支援弁護士 

 

遺族ピアサポーター・ボ

ランティア 

専門家（弁護士・精神科医等）への付添       ０     １ 

専門家（弁護士・精神科医等）との連絡調整       １    ３ 

警察との連絡調整       ３    ０ 

警察への付添       ２    ０ 

被害者連絡制度の利用       ０       ０ 

検察庁との連絡調整（うち参加人記録謄写）      ８    ０ 

検察庁への付添     ８    ０ 

被害者等通知制度の利用      ０    ０ 

不起訴記録の開示      ０    ０ 

検察審査会への申立      ０    ０ 

女性相談所などへの付添      ０       ０ 

保護命令申立      ０       ０ 

裁判所との連絡調整     ３        ０ 

刑事裁判・審判への付添     ２      １ 

代理傍聴     ８       ０ 

優先傍聴席の確保     １       ０ 

遺影の持ち込み     １       ０ 

冒頭陳述の内容告知        ０       ０ 

公判記録の閲覧謄写      ４    ０ 

証人の遮蔽・ビデオリンク     ２    ０ 

意見陳述のサポート     １    ０ 



法テラスへの付添        １       ０ 

民事裁判・家事調停への付添    ３３    ０ 

仲裁センターへの付添       ３       ０ 

出所情報の確保     ７       ０ 

再被害の防止      ０       ０ 

物品の供与・貸与      ０       ０ 

警告等の申し出のサポート      ０       ０ 

事務局での打合せ・調査（他機関からの橋渡し）        ５       ０ 

加害者側との示談対応      １０       ０ 

被害者参加申し出     ３    ０ 

仮釈放の意見聴取     １    ０ 

支援傍聴（付添バックアップ）     ０    ０ 

証拠品還付       ０    ０ 

法廷警備の要請     １       ０ 

 

 

 

間接支援の内容 

 

支援弁護士 

 

遺族ピアサポーター・ボ

ランティア 

自宅（病院、一時保護所を含む）訪問     ４   ２８ 

身の回りの世話        ０       ０ 

病院への付添        ０       ０ 

マスコミ対応       １    ０ 

医療サービス提供仲介・付添     ０       ０ 

カウンセリング        ０       ０ 

公営住宅確保       ０       ０ 

雇用斡旋サポート       ０       ０ 

引っ越し       １       ０ 

生活保護・生活資金確保       １       ０ 

在留資格の確保     ０    １ 

自助グループ立ち上げ準備      ０       ０ 

自助グループ開催     ４     １０ 

 

 

（統計の取り方） 



  ・電話対応のみは除く。 

  ・面接相談から具体的支援活動を行った場合のみ計上。 

 ・一つの事件で被害者の家族が複数ある場合は、面接し、支援を行った人だけを計

  上し、傍聴時の説明、解説のみ行った場合は計上しない。 

  ・ＤＶ事件については、精神的ＤＶ事案も被害者支援として関与するが、統計上は、

  便宜上、保護命令発令事案のみを計上する。 

  ・いったん支援を終了した事件でも、あらたに支援が必要となった場合は、再度あ

  らためて継続支援案件として計上。 

  ・連絡調整は個々の電話のみによる依頼・調整作業は含まず、①裁判所における進

  行協議期日への参加、②裁判所書記官、検察官との開廷当日準備のための面談打

  合せ、準備会議など、③書面による法廷警備の要請のみ計上。 

  ・マスコミ対応は電話取材の応対は含めず、①記者クラブへの文書での申入れ、②

  記者会見付添、③裁判後の法廷外での記者取材対応のみ計上。 

  ・意見陳述のサポートは、面談による支援、他事件の陳述要旨の提供、他事件での

  意見陳述の傍聴付添を含む。 

 

 


